川西こども家庭センター一時保護所保守管理委託に関する仕様書

共通仕様

１　件名
兵庫県川西こども家庭センター一時保護所における保守委託に関する契約

２　契約期間
令和８年２月１日から令和１０年３月３１日（２６ヵ月）。

３　業務委託場所
　　兵庫県川西市火打１丁目２２－８
　　兵庫県川西こども家庭センター一時保護所

４　作業時間
　開庁日（月～金曜日で祝日は除く）の午前９時～午後５時４５分の間で、委託者と協議のうえ決定する。

５　入札の方法
　　入札説明書を参照のこと。
　　入札内訳書として、別紙「業務スケジュール」にそれぞれ単価を記載の上、提出すること。単価は消費税抜きの金額を記載すること。

６　費用の請求について
　　費用の請求については、その月に実施した業務分の費用を月末締めで請求するか、当該年度に実施した業務分の費用を年単位で請求すること。

７　追加図面の提供・現地調査について
　　可能。希望する者は申し出ること。ただし、現地調査については期日に余裕をもって発注者と日程を調整すること。

８　その他
　　本仕様書に定めのないものは、協議の上決定する。




環境整備業務委託仕様書
１　目的
　快適な庁舎環境の維持、建物の保全という目的を満たすように、この仕様書に基づき施設の衛生的環境を確保する。

２　業務内容
　　以下のとおりとする。
ただし、令和７年度中は年２回以上の作業項目も、１回の実施でよいものとする。

　　⑴グリストラップ清掃　※年２回実施
　　
　　⑵エアコンフィルター清掃　※年２回実施
　　　天井カセット型120台
　　　天井ビルトイン型３台
　　　壁掛型４台
　　　厨房用天吊型３台　※　ロザイ交換のため、取り換えによる対応も可
　　　　　　　　　　　　　　取り換えの場合、フィルター料金は別途請求とする。
　　　
　　⑶ロスナイ（全熱交換器）フィルター清掃　※年２回実施
　　　天井カセット型52台
　　　ビルトイン型16台

　　⑷厨房フード用フィルター清掃（３基）　※年２回

　　⑸フィルターユニット・外調機フィルター清掃（１台）　※年２回

　　⑹外調機トレンドラップ内部清掃（１台）　※年１回
　　　
　　⑺フロン排出抑制法に伴う簡易点検　※年４回
ただし、フィルター清掃と同日実施も可とする。

　　⑻フロン排出抑制法に伴う定期点検　※３年に１回

　　⑼害虫防除（１階厨房）　※年６回
　　　目視、問診、トラップによる生息調査
　　　生息確認時は薬剤処理による駆除
　　　駆除対象：ねずみ・ゴキブリ・チカイエカ・チョウバエ
　　　　　　　　（ねずみについては生息調査のみとし、駆除については別途費用とする）

３　業務スケジュールについて
別紙「業務スケジュール」による。
※実際の作業スケジュールは協議によって決定する。ただし、全体の業務回数については変更しないものとする。

４　負担区分
　⑴　委託者の負担
　　　業務の実施に当たり必要な電気、ガス、水道は委託者の負担とする。
　⑵　受託者の負担
　業務の実施に当たり必要となる清掃用資機材、衛生消耗品は受役者の負担とする。ただし、電気、ガス、水道等を使用する場合は極力節約に努めること。

５　その他
　⑴　受託者は、業務実施中は特に火災予防に留意し、引火性の清掃材料を使用する場合はあらかじめ委託者の許可を得ること。
　⑵　受託者は、業務中は声高を慎み、施設利用者への支障を配慮すること。
　⑶　受託者は、設備、器具等について不具合及び異常を発見した場合は、施設管理者に速やかに報告すること。
　⑷　受託者は、本作業に使用する機械、器具、材料等は、すべて品質良好なものを使用すること。
　⑸　受託者は、業務の履行に際し、施設内の設備及び器具等に損害を与えないように留意すること。
　⑹　受託者の責に帰するべき事由により、設備・建物等に損害を与えた場合、受託者は直ちにその旨を委託者に届けるとともに、損害を賠償しなければならない。また、受託者が第三者に損害を与えた場合も同様とする。
　⑺　必要に応じて委託者と協議のうえ、仕様書等業務内容の見直しを行い、本業務の品質向上を図ること。


消防用設備保守点検業務委託仕様書


１　業務内容
　⑴　消防法、同法施行令、同法施工規則、消防庁告示及び消防庁通知で定められた基準に基づく点検業務の実施
　⑵　点検後、法令で定められた点検結果報告書の提出、また必要に応じて消防署への提出
　⑶　簡易な調整及び修理等の実施（交換部品が生じる場合を除く）
　⑷　管理者及び防火管理者への指導及び助言
　⑸　消防用設備に異常及び故障が発生した場合の迅速な対応

２　対象設備の例
　　消火器・自動火災報知設備・非常放送設備・誘導灯・火災通報装置・自家発電設備・蓄電池設備　など施設に設置している防火設備

３　点検種別及び回数
　　①　機器点検　・・・年１回（令和８年度、令和９年度）
　　②　総合点検（機器点検を含む）・・・年１回（令和７年度、令和８年度、令和９年度）
　　③　防火対象物定期点検・・・年１回
　　④　自家発電模擬負荷運転試験・・・年１回

４　業務スケジュールについて
別紙「業務スケジュール」による。
※実際の作業スケジュールは協議によって決定する。ただし、全体の業務回数については変更しないものとする。

